
令和２年度第１回足寄町総合教育会議 議事録 

 

１ 日 時  令和２年１２月１５日（火） 午後 ２時００分～午後 ２時３８分 

２ 場 所  町民センター会議室３ 

３ 出席者 

 （構成員）  足寄町長  渡辺 俊一 

        教育長   藤代 和昭 

        教育委員  真下 勉 

        教育委員  蓑島 隆 

 （事務局）  総務課   松野総務課長 

        教育委員会 沼田教育次長、丸山教育総務室長、伊藤給食センター所長 

村上生涯学習室長、赤間教育総務室総務担当主査 

４ 内 容 

○事務局（教育次長） 

 ただいまから、令和２年度第１回足寄町総合教育会議を開催します。はじめに、渡辺町

長からご挨拶申しあげます。 

○町長 

 本日は総合教育会議ということで、お集まりいただきましてありがとうございます。皆

様から足寄町の教育の課題とかあり方に関して、忌憚のない意見をいただき協議できれば

と考えています。今年については、春先から新型コロナウイルス感染症に振り回される一

年だったのかと思います。学校においても北海道の緊急事態宣言が始まって以降、臨時休

業が実施されるなど、今まで経験したことがない状況となりました。協議事項としても新

型コロナウイルス感染症対策ということで、しっかり対策が講じられた中で運動会、体育

祭、学習発表会、見学旅行など、普段とは異なる形で行われてきました。学校の先生方も、

何とか行事を実施するために、苦労して工夫していただき感謝申し上げたい。本日は足寄

町における教育的課題等について、お互いに情報を共有し、共通の認識のもとに協議が進

めばと思っておりますので、よろしくお願い申し上げあいさつとさせていただきます。 

○事務局（教育次長） 

 これからの進行につきましては、町長が進めていきます。 

○町長 

 協議事項（１）足寄町立学校における新型コロナウイルス感染症対策等について、事務

局より説明をお願いします。 

○事務局（教育総務室長） 

 【議案説明】 

 １．新型コロナウイルス感染症発生及び拡大の主な経過についてでございますが、令和

２年２月１９日からの経過について記載しております。学校における感染予防対策は、文



科省より５月２２日に発出されました、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～について」に基づいて実施しておりま

す。２．足寄町立学校の対応についてですが、臨時休業、行事の対応等について記載して

おります。３．課題と今後の対応についてですが、新型コロナウイルス感染症対策物品の

購入等について記載しております。説明は以上です。 

○町長 

 事務局から説明がありました。何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。臨時休業の

要請が急だったので、その対応は大変だったと思います。夏休みも短縮されました。その

中でも何とか対応いただいたのではと思うところです。 

○真下委員 

 臨時休業で時数を確保するために、夏休みを短くしたわけですが、他の町ではもっと短

いところもありました。その違いはどういったところからなのでしょう。 

○事務局（教育総務室長） 

 臨時休業については、十勝教委連がなるべく足並みを揃えるよう管内状況について調査、

情報提供をしました。それでも、確かに夏休みをかなり短縮している町があり、実情とし

ては、各町村で判断しました。土曜日授業を実施している市町村は少ないと思います。夏

休み、冬休みをどれだけ短縮して時数確保に充てるか、６時間授業の日を増やすとかの方

策を用いて、最終的に市町村で判断したということだと思います。 

〇町長 

 臨時休業の見通しは読めませんが、今後タブレット端末の活用も検討されると思います。

状況についてはどうなっていますか。 

〇事務局（教育総務室長） 

先の１２月議会においても今後のタブレット端末の活用方法について質問がございまし

た。基本的には校内での活用を原則と考えております。ただ、今後新型コロナウイルス感

染症がどうなるか分かりません。再度臨時休業となる可能性もあります。その場合にはタ

ブレット端末を持ち帰って課題に取り組むことも想定しております。しかし、ネット環境

は家庭、地域によって異なります。現在校長会とどのような活用が可能なのか協議してい

る最中であります。 

〇町長 

 今のところは基本的には学校の中での活用ということですね。農村部の光回線の整備も

これからとなりますよね。新型コロナウイルス感染症は収束するまで、まだ時間がかかる

でしょうから、マスク着用等の対策を講じながら授業を継続せざるを得ないということに

なりますね。 

〇真下委員 

 マスクも種類がありますが、児童生徒がどのようなマスクをしてきているか把握してい

ますか。布マスクを禁止している病院もありますが。 



〇事務局（教育総務室長） 

 調査はしておりません。サイズの問題もあるかと思いますが、布マスクを着用している

児童が多いのではと感じております。最も感染防止効果が高いのは、不織布のマスクと報

道されたのを見ましたが、小中学校において制限することはしておりません。先日文科省

からの通知で、学校内におけるクラスター発生例の一つの要因として、「合唱」があると連

絡がありました。声を出す指導については、しっかり感染防止対策を講じるよう学校に指

示しているところです。 

〇町長 

 学校において、マスクの種類についての指示はきているのですか。 

〇事務局（教育総務室長） 

 そのような指示は下りてきておりません。 

〇町長 

 種類は指定しないけれども、飛沫が飛散しないようにしっかりマスクを着用することを

徹底するということですね。収束までまだ時間がかかると思いますので、それまで基本的

な感染予防対策を徹底して学校で取り組んでもらうことをお願いしたいと思います。 

〇町長 

他に何かございませんか。 

 

（「ありません」という声あり） 

 

それでは協議事項（２）に移ります。令和３年度主な総合計画計上事業について、事務

局より説明をお願いします。 

○事務局（教育総務室長） 

 令和２年度主な総合計画計上事業について説明させていただきます。地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の中で、総合教育会議の在り方についての規定があります。地方

公共団体の長は、教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術

及び文化の振興を図るための重点的に講ずべき施策について協議調整することになってい

ます。この規定に基づき例年総合計画に計上している事業の中で、翌年度の主な事業につ

いて協議させていただいております。それでは説明します。教育総務室所管分ですが、校

舎等施設整備事業、大誉地小学校大規模改修工事ということで 12,661 万円。教職員住宅

等施設整備事業、既存住宅解体、新築 2戸、改修４戸ということで 7,050万円。学校施設

内危険木伐採事業ということで 115万４千円。継続して実施してきましたが、小中学校敷

地内については、概ね完了したことから旧上利別中学校敷地等の危険木の伐採を計上しま

した。足寄高等学校海外研修派遣事業ということで、4,600 万円。今年度新型コロナウイ

ルス感染症により派遣できなかったので、2学年分を計上しております。足寄町学習塾運営

事業、足寄町学習塾指定管理料として 3,584万円。生涯学習室分ですが、図書館備品等整



備事業、図書購入費用として 463 万５千円。総合体育館・温水プール長寿命化改修事業、

温水プール採暖室改修ということで 164万５千円。スキー場監視小屋基礎設置工事として

400 万円。説明しました計画については、昨日開催されました総合開発審議会において諮

問し、答申されたものです。今後予算編成の中で、どれだけ予算化されるかということに

なります。以上で説明を終わります。 

○町長 

 事務局から総合計画に計上された事業について説明がありました。総合計画に計上され

ているので、基本的には実施することになりますが、最終的には予算の段階で変わる可能

性もあります。金額の大きいところでいくと大誉地小学校の大規模改修工事ですが、これ

で町内の小中学校の大規模改修は一応終了ということになります。この先、屋根、壁等の

改修は出てきますが、大規模なものは最後と考えています。これで全小中学校の学習環境

は一定程度整うと思います。教員住宅についても、計画的に改築を進めてきており、特に

街中を中心に進めてきました。へき地小学校の教員住宅の老朽化が進んできており、トイ

レの改修などしてきましたが、街中の住宅と格差が出てきたので改築を計上しました。足

寄高校生の海外研修も今年は中止となったので、来年新型コロナウイルス感染症収束すれ

ば、２学年、２回の派遣が実施できればと思っています。何かご質問、ご意見があれば伺

います。 

〇真下委員 

 足寄町学習塾の状況について説明願いたいのですが。登録者が多くなり、建物が手狭に

なったという話も聞きましたが。 

〇事務局（教育総務室長） 

 この間在校生の７割程度が塾に登録しており、１１０人から１２０人程度となります。

当初は希望するだけ通えたのですが、想定していた以上の登録となったことから、現在は

進路に応じて通塾回数を決めています。毎年生徒アンケートを実施していますが、通塾回

数についての要望の記載は大きくなく、現状で概ね満足いただいいていると判断していま

す。 

 

〇町長 

 他に何かございませんか。 

 

（「ありません」という声あり） 

 

○町長 

 それでは、協議事項（３）のその他に移ります。その他何かございますか。 

〇事務局（教育総務室長） 

 足寄高校支援について報告させていただきます。足寄高校支援については、町長部局と



連携して様々な支援を行っております。この場を借りて現在の状況について報告させてい

ただきます。2間口確保のためには、最低で 41人の入学者が必要なのですが、足寄中学校

の進路希望の状況、多目的交流施設の予約状況から、2間口確保はできる見込みであります

ので報告します。また、足寄高校３年生の進路状況について、足寄高校ホームページで公

表されており、本日配布させていただきました。国公立大学への推薦入学希望者は、全員

合格しました。就職については、例年以上に足寄町役場職員を含め足寄町内で就職する生

徒が多い状況です。以上です。 

〇町長 

 足寄高校の進学見込み状況の報告でしたが、何か質問等ございますか。 

 

（「ありません」という声あり） 

 

○町長 

なければこれで令和２年度第１回足寄町総合教育会議を終了とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 


